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I はじめに

ストラスブールは， リールとならんで，フランスにおける国境都市の代表例である.いずれも地域

中心都市として広い影響!習をもつが，かつては国境に接しているために円80度の大都市函j という

呼び名を共有してきた. I~I境が障壁になって 中心都市の影響力が360度に展開できないという意味

である.国境都市という名称は，国境がその都市の性格を規定していることを示唆する.国境は都市

成長を促進する方向にも抑制する方向にも作用するが， 1180度の大都市圏」はネガテイブな側面に

着任したものといえる.これと類似した現象は鉄道交通にもみられ，ダイヤ編成が国家単位に組まれ

る時代には，ストラスプールとリールが鉄道ネットワークの末端点として袋小路的な状況を呈した.

ユーロトンネルの開通やTGV路線の延伸にともなって，鉄道交通におけるリールの近接性は飛躍的

に改善されたが，ストラスブールに関しては鉄道交通ばかりでなく道路交通についても，ライン)11が

大きな障壁となって現在でも国境ごえの流動が乏しいままである.

表題にかかげたトランスボーダー都市という言葉は， 1950年代以降におけるヨーロッパの政治経

済環境変化によって，こうしたIJII境都市の性格が大きく、変容しつつあることを象徴している.とりわ

け1985年にむすばれたシェンゲン協定が1995年 3月に具体化し，国境の自由通行が実現してからは，

国境の I~i\主鰹効果が物理的な側面にかぎっていえば消滅した. ヨーロァパ・メガロポリスの内側に位置

し，フランス文化とドイツ文化の接点ともいえるストラスプールは，いわばヨーロッパ統合の実験室

であり「トランスボーダ一都市」の理念と現実 そのダイナミズムと問題点をよく示していると思わ

れる.ヨーロッパ J:I:J ~jllJ地荷に位置するトランスボーダ一都市のうち まずストラスブールの事例を選

んだのは，そのような意図からである.

ヨーロッパの仁1=1車Ih地帯には，ストラスブールとリールのほかにも，国境に位置する大都市がいく
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つかみられる.ザールブリユツケン，パーゼル，ジュネーヴなどが代表的な事例であろう.これらの

都市では，回境線をまたいで市街地が連続的に広がっており，形態的な基準にてらせばトランスボー

ダーな都市域がすでに形成されている.パーゼルとジュネーヴがあるスイスはEU(ヨーロッパ連合)

に加盟していないが，国境をこえたトランスボーダ一都市の理念をかかげている点では，ほかの都市

と共通している.これらの 5都市は，いずれをとっても，国境をこえて隣接する他国の白治体と協力

体制をととのえ，政治家や財界人，プランナーたちがトランスボーダーな大都市菌整備計画の実現に

むけて努力している.ただし，その具体的なあり方は都市によって異なっており，計画の推進をさま

たげる問題点の所在にも違いがみられる.以下では，ライン)11をはさんで隣接するストラスプールと

ケールについて，今なお強くみられる国境都市としての性格と， トランスボーダ一都市を志向する整

備計画や都市建設事業について考察することにしたい.

E 民族の境界と国家の境界

I1 -1 国境都市ストラスブールの形成

フランスとドイツの国境をなすラインJIIは，民族や国家の境界として歴史的に興味深い例を提供し

ている.正確な地図が存在しない時代や戦争のたえない動乱の時代には，ライン)11のような大河川が

しばしば明瞭な分割線として政治的な境界に採用された.たとえばカエサルは，ガリアの束の;境界を

ラインJIIにもとめている.ストラスブールは，この境界線に配置された古代ローマの植民都市(アル

ゲントラテ)を起源としており，その後の竪史を通じて，異なった政治勢力や弐族の接触地域という

性格が都市成長のあり方に大きな影響を与えてきた.

その象徴的なあらわれが，アルゲントラテからストラスブールへという都市名称の変更で、あろう.

古代から中世への移行過程で，古代起源のガリア都市の多くがその呼び名を変更した.パリ(古名は

ルテティア)やランス(古名はドゥロコルトルム)など，ほとんどの場合，新しい名称はガリアの部

族名称、に基づいている.これに対して，ストラスブールは[道路のmrJを意味するゲルマン系の言葉

であり，ローマ都市の名称変更としては特殊な事例に属する.出来の住民を駆逐して，新たに大量の

ゲルマン人が定着した歴史を反映しており，境界地域としての特性をよく示している.

その後，ラインJII中流部の地溝帝はゲルマン人の世'界で、あり 中世の後期には ラインJIIがむしろ

交通の軸として機能した.フランスの勢力がアルザス地方に進出したのは，ょうやく 17世紀以降の

ことである.ストラスブールがフランス側の手に渡り，著名な築城家であるヴオーバンが大規模な要

塞施設を築造したのは，ルイ 14i全治 iごの 1681年であった(第 1@参照).ちなみに，ラインJIIの対岸

にも，同じ時期にヴオーバンがケールの要塞を建設している.また，フランスとドイツを分かつライ

ン川の国境がほぼ現在のかたちで成立したのも， 1697年のライスワイク条約による.この条約では，

ラインJIIの右岸に存在したフランス側の飛び地や橋頭壁(ケールやブリザ yク，ユナングなど)が放

棄され，ラインJIIが政治的な境界線として認知された.

しかし，フランスとドイツの国境がこれで安定したわけではなく， 19世紀の後半からお世紀の前

半にかけて，アルザス地方の帰属は両国のあいだを何度か往復する. 1871 ~ 1918年と 1941~ 1944 



第 1国 近代以前のストラスブール

(K1einschmager， 1997， p.97を一部改変)
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年の二度にわたってドイツ時代を経験したストラスブール市民は，その国籍を 41ID変更したことにな

る.こうした政治的変遷はストラスブールの都市景観にもはっきり刻印されており，エルザス・ロー

トリンゲンの首都であった 19世紀の末には，ストラスブール大学をはじめとする大規模な都市建設

事業が!日市街の北側を取りまくように展開され，国力顕示のショーウインドーとして機能した.スト

ラスブールが急成長をとげ、たのもこの時期であり， 1871年には85，654人で、あった人口が1900年には

151，041人へと急増している.

IJ 2 I~:l完の港湾:ストラスブールj巷とケール港

ライン JIIに設定された匡j境の作用を如実に示す興味深い例として 以下ではストラスブール港と

ケール港の発展について述べることにしたい.

現在の地図をみると，ストラスプールとケールの両市は， 250メートルほととのIllffiをもっライン)11を

はさんで市街地が連担している. しかし，こうしたコナーベーション化は20世紀の後半に進展した

ものにすぎない. 19世紀の前半にいたるまで，バーゼルからマンハイムまでのライン)11は河道の一

定しない乱流帯の状況を呈しており，その111高は 2km近くにおよんだ(第 i函参照).ストラスブー

ルの!日市街は，ライン)11の乱流帝とたびかさなる氾j監を避けて，西側の台地ぞいに形成されたもので

ある.その意味でストラスブールは「ライン河の申し子Jではなく，ましてやライン)11のj可岸集落で

もなかった.ライン川の流れが固定され，ほほ現在の姿をあらわしたのは， 1838年から 1876年にか

けて行われた河道整備事業後のことである.

このような自然環境を反映して，ライン)11中流の地溝帝には，ライン川の両側にまたがる広域的な

政治単元が形成されなかった.ライン)11の氾濫原は広大な湿地と森林におおわれ 長いあいだ乗り越
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えがたい障壁だったからである.メロヴイング王朝期のアルザス公屈は，当時ほとんど無人であった

ヴォージュ山地とライン川沿いの森林地;市;にはさまれた地域で， レス土壌におおわれたイル}IIの段丘

や， UJ麓地帝にそって延びる肥沃な農地を中核としていた (Planhol，1988). ストラスプールは，ラ

インJII左岸のこうした農業地域を基盤としていたのである.他方，ラインJII右岸のケールは，もとも

と軍事的な橋頭、壁として建設された集落であり，ラインJII右岸に広がる農業地域に立脚していなかっ

た.いわばストラスブールの飛び地的な性格をもっていたわけで，ライスワイク条約(1697年)に

よりラインJIIの境界が基本的に認知されたのちも，そのときどきの政治情勢に応じてケール地区がフ

ランス側の領有とされた(たとえば， 1703~1714 年や 1733 ~ 1736年， 1801 ~ 1808年の期間がそう

である) (Zander， 2002). 

ライン川の河道が整備されたのち，本流に面して近代的な港湾施設が整備されたのは，ストラス

ブールがエルザス・ロートリンゲンの首都であった 19世紀末のことである. 1906年の地形図には，

ライン JIIをはさんで関岸に近代的な港湾がみられるが，左岸側で工業港・商業港と名づけられた 2本

の水路は 1900年に整備されたものである.これと対抗するように，右岸のケール側でもパーデン大

公国が規模ではストラスプール側を上まわる港湾施設を建設している.この結果， 20 世紀のありめに

は，ほぼ匹敵する規模をもっストラスブール港とケール港が，ラインJIIをはさんで対峠するように形

成された.

これに対して， 2000年時点における両港の概況を比較した第 1表が示しているように，現在では，

敷地面積や貨物量，就業者数など，あらゆる面で両者のあいだに大きな格差がみられる.これは，フ

ランスに復帰したのちに，ストラスブール港の規模拡大がはかられたためで，まず第 l次世界大戦後

にはライン JIIの下流側，ついで第 2次世界大戦後には i二流側で大規模な港湾施設の造成が行われた.

その結果，ライン川の左岸には広大な港湾地区が広がり，ストラスブールの市街地とラインJIIを完全

に分断している.ストラスプール市民にとって，ラインJIIのj可1U:j'-は身近な恕いの場とはいえず，港湾

地区のあっかいが今後の都市計画において重要な課題の一つになっている.この点については，次節

で改めて触れることにしたい.

他方， jlliJ港の前 1m を流れるライン JII が国境であることは，いずれの港湾についても ~~î:7JiJな性格や

制度を生みだす結果をもたらしている.ラインJIIは1815年のウィーン会議によって国際河川とされ，

船舶の自由航行と河川の国際管理が定められた(ちなみに，国際管理機関である「ライン川航行司 l央

第 1表 ストラスブール港とクール港の概況 (2000年現在)

ストラスプールj1.1 ケールj巷

港湾地i玄の[市積 1，050ha 320ha 

貨物量 980)5トン 290Jjトン

主斐貨物の程類 砂利 (5l.4%) j胃鉄類 (56.9%)

石油 (26.2%) 石油(17.8%)

穀類(1l.2%) 穀類(3.6%) 

就業者数 11，000人 3，500人

今後の開発計画に使用可能なiu1積 160ha 50ha 

(Port autonome de Strasbourgおよび、RheinhafenKehlの資料による)
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委員会Jの本部はストラスブールにあるにその意味では海の一部とみなすことができ，ストラスプー

ル港やケール港は海港と同じような性格を有している. しかし，その歴史的経緯を反映して，それぞ

れの留における港j背の一般的性格とは異なった特性を示すわけである.

ストラスブール港の場合，地元の政財界が港湾告:理に大きな発言力をもっ点で，他のフランスの

港湾と大きく異なる.中央集権的な制度に特徴づけられるフランスでは，ほとんどの主要港湾におい

て中央政府ーが仁IJ心的な役割をはたしている. しかし ストラスプールでは 港湾地区の土地が港湾管

理者の直按的な管轄下にあることや 港湾理事会メンバーの過半数が地元勢力に占められていること

など，他のフランス主要港湾にはみられない例外的な特性が目だっている.一方，ケール港の場合に

は，逆に地元であるケール市の発言権が弱く， もっぱら中央(バーデン州)の意向が強く反映される

点に特徴がある.このような性格は，地方分権の伝統が根強し 3 ドイツでは異例に属する. ドイツにお

ける港湾管理は，地元の-I'U当局を r:jl心になされるのが普通だからである.ストラスブール港とケール

港でみられる上記の特徴は，ある意味で両国における港湾管翌日の特徴が逆転しているかのような印象

を与える.いずれにせよ こうした例外的な位置づけは 二つの港湾の形成過程を色濃く反映してお

り，国境の存在が港湾のあり方を大きく規定していると考えることができる.

E ヨー口ッパ統合時代の都市発展戦略

本節では，ストラスブールの都市建設事業にみられるトランスボーダー的な側面に焦点をあてるこ

とにしたい.向j克都市であったストラスプールが あるときからトランスボ、ーダ一都市に転、換したわ

けでないことはもちろんである. トランスボーダ一都市を志向するストラスプールの都市発展戦略に

しても，その事業計画には古し E歴史をもつものと，比較的新しい発怨とが混在している. tJ、下では，

それぞれの代表的な整備事業という意味で， I日市街の北東に位置するヨーロッパ地区の整備事業と，

ILI要塞施設の南縁ゾーンを対象とするストラスブール・ケールjl!lll設備構想を取り上げることにする.

これらの 2地区は， TGV来線の開通にともなうストラスブール駅周辺地区とともに，ストラスプー

ルの都市整備事業のなかで特別な重みをもっ都市三打

国 i ヨ一口ツノf首都としてのストラスプール

ストラスプールの発展をささえる原動力として， Iヨーロッパ首都Jという位置づけを重視する考

え方は，第 2次世界大戦の産後からみられた. 1949年に設立されたヨーロッパ評議会 (Councilof 

Europe)の本部や， 1950年代に創設されたヨーロッパ人権委員会とヨーロッパ人権裁判所の本部は，

いずれも当初からストラスプールにおかれている.また， EU(ヨーロッパ連合)の主要機関であるヨー

ロ y パ議会の jijí- {I~地もストラスブールにある.ただし，全体会議の一部や委員会はブリュッセルでも

開催され，また議会事務局はルクセンブルクにあるので ヨーロ yパ議会のすべての機能をストラス

ブールが担っているわけではない.ともあれ，加盟各国の主要都市に分散配置されている EUの諸機

関のなかで，とくに主要な機関の所在地という意i床で，ストラスプールはブリュッセルやルクセンブ

ルク，フランクフルトなどとともに， EU首都の論っとみなすことができる.国際機関の所在地とい
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う観点から評価すれば，ストラスプールはパリに次いでフランス第二の都市ということさえできる.

これは，人口規模が50万程度で、あ仏政治的にも地方中心都市にすぎないストラスプールにとって，

非常にめぐまれた例外的な状況といえる.

ストラスプールの市街地のなかで，これらの国際機関とその関連施設は一部の地区に集中して立地

している.たとえば ヨーロッパ議会やヨーロッパ評議会，ヨーロッパ人権裁判所ーなどは，ストラス

ブール旧市街地の 3kmほとぐ北東に位置する一角を i主め，通常「ヨーロッパ地IRJ と呼ばれている.

そこはイルJIIとマルヌ・ライン運河が交差する地点にあたり，軍事的な観点からも-，IJ街地化がjfllilJlJさ

れてきたゾーンである.第二次世界大戦後まもなくの 1950年代初頭から，この土地が国際機関の施

設用地に指定され，大規模な建設事業が相次いで、実施されてきたことは，この「ヨ一口 yパ地区jの

整備がストラスプールの都市発展戦略において，早い時期から重要項目であった事実を反映してい

る.

実際，これらのj主i捺機関の存在は，ストラスブールにとって直接的あるいは間接的に大きな経済的

利益をもたらしてきた.ヨーロッパ評議会やヨーロッパ人権裁判所には多数の常勤職員がいて，その

大部分は家族とともにストラスプールに居住している.また，ヨーロッパ議会の会見)jqJには，議員を

はじめ数千人にのぼる関係者が集中するため，とくに平日の火曜から木曜にかけては市内のホテルが

軒並み満室になるほどである.他方，これらの由際機関に吸引されて，各国の領事館や各種i主体の代

表部がストラスプールに立地している.これらの施設の分布をみると，その多くが!日市街とヨ一口 y

パ地区の中間地帯に散在している.このように， Iヨーロッパ首都としてのストラスプールjは， 11ゴ

市街の北側から北東方向にかけての地域で、土地利用や景観を特徴づけている.

ストラスブールの都市イメージや経済発展にとって これらの I~際機関の存在が重要な意味をもっ

ていることは市民の意識にも浸透している.たとえば， 1992年に調印されたマーストリヒト条約を

めぐる国民投票で，フランス全国では 51%の賛成に対して49%の反対という結果であった. しかし，

ストラスプール市では賛成票が72.2%に達し，フランスの主要都市のなかで最高の比率を記録してい

る.また，市内では，上述のヨーロァパ地区を含む北東部がいちじるしく高い賛成率を示した.

回j祭者1)T!'iとしてのストラスプールの弱点は，ブリュッセルやフランクフルトによヒf安して人口対抗葉カf

小さなことと，鉄道交通や航空交通におけるアクセシピリテイが低いことである.両者はたがいに関

連しており，ストラスプール程度の人口規模で、は，国際的な定期便の維持は経営的に雨期í~である.そ

のため，フランス政府からの財政的な援助がなされているが，それでも航空交通の不使さについて他

国のヨーロッパ議会関係者から不満がたえない.実際，議会機能の担い手としては，ブリュ yセルと

いう強力なライバルが存在する.ブリュッセルにはヨーロッパ委員会という EUの行政府:が存在し，

また多額の資金をかけたヨーロッパ議会のための施設もある.加盟居間の協議によって，ストラス

ブールがヨーロッパ議会の本会議場であるという位置づけは確認されているが，臨時議会や委員会活

動がブリュッセルで、行われることで，実質的な議会機能が奪われる恐れは無視できない.そのような

事態を避けるには，交通インフラストラクチャーの整備をはじめとして フランス政府の強力なてこ

いれが必要なことはいうまでもない.



119 

国一 2 ストラスブール・ケミール軸の者I~-m-整1j信号手業

前項で記したヨーロッパ地区の整備は，たしかにフランス一回にとどまらない国際的な構想という

点でトランスボーダー型の事業といえる. しかし，その場合のボーダーは，ヨーロッパやEUの内部

Il]J克一般であり，具体的な特定の国境(ストラスブールの場合にはライン}IIの独仏白境)を意識した

ものではなかった.実際，第二次世界大戦後におけるストラスプールの都市整備事業をみると，主要

な大規模プロジェクトはIEl市街地の西部台地上を中心としており，ラインJlIの対岸に位置するケール

との連結はあまり意識されなかった.ライン}II沿いにはストラスブール港がすでに広大な敷地を有し

ており，これがストラスブール市街i也の拡大・発展をブロックする役割をはたしてきたといえる.た

とえば， 臼本でも有名なストラスプールの路面電車(トラム)のネ y トワークは，まず西と南の郊外

にのびる路線が建設されたのちに，北部にのびる路線が整備された.これに対して，ライン}IIにいた

る路線は建設されておらず，将来構想には存在するが，建設の優先順位としては低い位置づけしか与

えられていない.

このような傾向に大きなインパクトを与えたのが， 1989年の市長・市議会選挙における社会党市

政(カトリーヌ・トラウトマン市長)の誕生であった.翌年の 1990年には， 1973年のマスタープラ

ンを全面的に改訂した|ストラスブール都市計画マスタープランJが策定されているが，そこで大き

く打ち山された者I)-m発展の方向性が「ストラスプール・ケールヰl!11Jの開発構想である. 1973年のマ

スタープランがもっぱら西部台地上での都市建設を想定していたのに対して，これは 180度の方向転

換といえた.フランス社会党は，全体として熱心なEU推進派である.また， トラウトマン市長の東

方重視政策は， ドイツ 1WJのケールでも好意的に受け止められ， 1990年代を通じて，さまざまな分野

でjll訪日市の協力がEUのインターレグ補助金を活用しつつ展開された. 2001年の選挙でトラウトマン

の社会党が敗北し，ケールとの協力関係はいくぶん後退したようであるが，ストラスプール・ケール

車hの整備事業そのものは現在も着実に進展している.

ストラスプールとケールをむすぶ整備・関与を車11Iとされたのは， I日市街の南側， ローヌ・ライン運河

にそって東西にのびる地帯で、あった(写真 l参nヨ).ここはヨーロッパ地区と同じように，かつて市

街地を取りまいていた要塞施設の憐抜部分にあたり，回定的な建造物の設置が禁止されていたゾーン

である.現在も基本的にはグリーンベルトに相当し，特別に認可された都市計画事業(グラン・プロ

ジェ)だけが，この用地を利用できる.たとえば， I日市街を取りまく高速道路の建設や， ヨーロソパ

議会をはじめとするヨーロッパ地区の整備などが，こうしたグラン・プロジェに相当した.この点で，

南部ゾーンは残された最大のオープン・スペースであり ストラスプール・ケール軸開発計開はそこ

に焦点をあわせたわけである. もちろん，手付かずの南部ゾーンを開発しようという発想は，それ以

前からも存在した. しかし，それをライン }IIの対岸(ケール)にまで延長し，フランスとドイツの協

力を前面に打ち出したところが，この構想の呂新しい側面といえる.

1990年には，この!ストラスプール・ケール刺!の整備計画Jをめぐって，ストラスプールとケー

ルの共催による沼際コンペが， EU (当時は EC) のインターレグ事業として実施された.そこで提案

された各種の整備計画案は，そのまま現実の整備言打
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写真 1 ストラスブールとケール (1995年)

(フランス国土地理1;完[IGN] による)

域住民のイメージを大きく転換させたという点で高く評価されている.すなわち 中長期的な展望と

して，ライン)11を車Ihに将来を構想するという態度が生まれたことを，ストラスプール1WJでもケール1WJ

でも都市計画部局のプランナーたちが指摘している.

一方，短ft)]El(Jにみると，ストラスプール市街とライン)11 (およびケールf!l街;也)の間には，広大な

港湾施設-工業地i亙・コンテナヤードなどからなるストラスブール港が存在し，そのことが整合m事業

の進展にとって大きな障害であることも事実である.現在，ストラスプール・ケールj!IlIJの整備計回は，

東西に総長く i妃列された 7つの地区に分かれている(第 2表).これらのうち，整備事業が最も進展

しているのはエトワール地区とラインj可111*地区であるが，向者の中間に位置するゼグミュレール地区

やチャーチル・ヴオーバン地区，シタデルj也氏 スタレット地区では JTJ地の主要な所有者がストラ

スプール港湾当局であり，具体的な整備計画の立案にあたって，ストラスブール市の都市計画部局と

の調整に手間取っているのが現状である.

開発が比較的はやい時期から進んだエトワール地誌は， 1日市街地の南の延長線上に位置しており，

近接性や交通インフラストラクチャーにめくまれている.その開発構想は第一次世界大戦の直後に
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第 2表 ストラスプール・ケール軸の開発計画における地反別の都市整備卒業

地区名称 対象iYIi積 (ha) 整備事業の内容 建設年次

ヘイリッツ地底 23 公共施設(警察署・体育館・学校など)の建設 水辺空間 2000 年~

の整iilll

エトワール地区 17 エトワール広場・都市公閣の整備，オフィスピル・商業施 2000年~

設・住宅の建設

ゼ‘グミュレールj也区

チャーチル・

ヴォーノtンj也12<:

シタデル地1:><:

スタレット地IK

ライン河III'j:J也区

3 

10 

歩行者専用橋の設置，オフィス・住宅なととの建設 2001年~

道路整備，公共施設(古文書館など)・オフィス・住宅の 2002年~
7'1. ミ~JL
足 Il.ス

Q
U

門

i

第三次産業を中心として惜想1:1]

商業・流通施設などの整備

公|室!整備，歩行者・自転車専用橋の建設

未定

2000年~

2003年~

(Communaute Urbaine c1e Strasbourgの資料による)

までさかのぼるという長い隠史をもつが，実際には 1970年代にいたるまで広大な遊休地であった

(Goyer， 1999). ここに CUS(ストラスプール都市連合)の本庁舎が建設されたのは， 1976年のこと

である. CUSは実質的にストラスプール市の行政組織と重複しているため，ここがストラスプール

市の本庁舎であるといってもよい.また ライン }IIにかかるヨーロッパ橋へは国道 4号線がのびてお

り， ドイツ方而からの流入者にとってはストラスブール中心市街地への入り口にあたる.すなわち，

ストラスブールの;玄関口のーっといえる.このため，広場・都市公園の整備にともなって，公共交通

機関の結節点としても重要性を増しつつある.

これに対して，ライン河"Ill'j:地区はストラスブール・ケール計画区域の束端にあたり， 7地区のな

かでフランス・ド‘イツ両国にまたがる唯一の存在である.ここでは，両国共同でライン汗1!I'j:公園を整

備することが構想され， 1999年に，その設計(デザイン)を競う国際コンペがEUのインターレグ事

業として行われた.採用されたiiiJI!I*公閣のデザインは，その後，部分的な変更をこうむったが， 2004 

1F"にはライン川をまたぐ歩行者-自転車専用橋が完成している.ただし，実際の公園整備事業にさい

しては，ストラスブールとケールがそれぞれの区域を担当し，上述の歩行者. 1~ l)î~Ili専用橋(ノ fスレ

ル)についても事業主体はケールであった. 2004年には このiiiJIlI半公留を会場に什、ランスボーダー

景観フェスティパル」が開催されている. 2000年に改定された「第二次ストラスプール都市計画マ

スタープランJでは，ライン iijJIIH:公園の整備によって「ライン川が都市の中心n!lhになり i可I!l*公園は

ライン}IIに面した都市の表看板になるであろう」と記されている. しかし，現状のiriJIlI*公民は，まだ

ストラスプール市民にとって遠い存在でしかない.先に述べたように，ストラスブールの中心市街と

河I!l'j'-公園の問には広大な港湾地区が横たわっており，交通アクセスも良好とはいえないからである.

それゆえ，ストラスプール・ケールlj!lhが，車hとしての求心牲を獲得するための努力は，今後に残され

た課;混といえる.

由一 3 トランスボーダーな都市計TIlliへの取り組み

国境をこえてライン}IIの両側にまたがる卒業としては さらに包括的な総合地域計阪の試みがあ
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る.これはCUS(ストラスプール都市連合)の範i裂をこえて策定される大都市圏整備マスタープラ

ンの作成を契機としていた.フランスでは，大都市圏レベルにおける地域整備計画の制度的枠組み

が， 2000年にfljlj定された「都市の変革と協調に関する法律J(SRU 法と呼ばれる)によって変化し

た.従来の枠組みにもとづく「都市整備マスタープランJ(SDAU) に対して，新しい制度では「地

域整合プランJ(SCOT)の策定がもとめられる.ストラスプールは，フランスの大都市地域のなかで，

SCOTの策定に取り組んだ最初の事例であった.

ストラスブール地域の地域整合プラン (SCOTERS) は， トランスボーダーの視点から計画作りが

進められている点に特徴がある.かつての都市整備マスタープラン (SDAU) はドイツ側の状況を無

視して作られており，そのことはマスタープランで示された図面中でラインJIIの向こう側が空白であ

ることに象徴されていた.このような事情はドイツ側でも同様で，その結果として，大規模なゴミ

処理場などの建設がラインJIIの近くに計画され，対岸の反発を招くという例がしばしばみられた.そ

のため，今回のSCOT策定にさいしては，第一段階としてドイツ側のオルテナウ郡とともに「トラン

スボーダ一白書」を策定し，その内容にもとづいてストラスブール地域のSCOTを決定するという

手順が取られている. ドイツ側でも，このトランスボーダ一白書の内容が，関連する地域整備計filli

(Regionalplan) に反i決されることはし Eうまでもない.

トランスボーダ一白書が対象とする範域は，フランス側がストラスプールを中心に 141のコミュー

ン， ドイツ側がオッフェンブルクを仁iコ心とするオルテナウ ~mの範囲である(第 21z1参照).面積 13サに

はドイツのオルテナウ郡が過半を占めるが，人口集積についてはストラスブールが圧倒的な重みをも

ち，ライン川をはさんだ東西のコントラストが顕著で、ある.ちなみに，この種のコントラストは，ス

トラスブール・ケール車IlJ構想にかかわる 2つの行政体(ストラスブール市とケール市)でさらに顕著

であった. トランスボーダーな協力件三制として， 1990年代にはストラスブール・ケールという 2自

治体問の関係が先行していたが，協力関係のパートナーは次第に広域化する傾向をみせている. トラ

ンスボーダ一白書における地域的な枠組みは そのような流れの一端といえる.

N むすび

本稿では，フランスの代表的な国境都市であるストラスプールについて，おもにEU統合の進展と

ともに展開したトランスボーダ一都市への歩みを，ヨーロッパ地区の建設・ストラスブール・ケール

軸の構想・トランスボーダ一白書の策定という 3 つの側面から考察した.もちろん，これら~)、外にも，

さまざまな側面でトランスボーダー的な現象の進展がみられる.同時に，依然として，国境格差とも

いうべき地域的なコントラストが根強くみられることも事実である. トランスボーダ一白書の作成に

あたって，その調整役をつとめた SCOTERS協議会のミシェル・ルベルデイ事務局長によれば，フラ

ンス側とドイツ側の最も大きな差異は，意識や文化の差であるとのことだった. 1!JIjJ支の差や法規の差

がみられるのは予想されるが，それらは協議を通じて解消することができる. しかし，地域整備計画

に住民の意向を反映しようとする場合，住民の期待の内容は岡田でかなり異なっているというのであ

る.単純にいえば，住民との話し合いにさいして，フランス側では理念的な議論が重視されるのに対
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第 2図 トランスボーダ一白書のたj装地域における地l反日iJの人口と人日常!支 (1999年)

(ADEUS， 2001による)

123 

して， ドイツ1!!1Jではより実際1'1りな側面が重視される.このような廷は，長期にわたる!?主史的背景をふ

まえているだけに，その解消はなかなか困難であろう.

本杭では，ことさらにトランスボーダ一的な側部を強制したが，だからといって t在者がlélél :J~i都市

(J']i1!lJ而を軽視しているわけではない.ストラスブールは，その発展の歴史をj函じて，ライン)11京j苧地

域と切り離された状態が長く続いた.現在でも，ライン川 I=IJ流部の地溝(オーバーライン地方)の

なかで，バーゼルを 1:1:1心とする南部やカールスルーエを 1=1:1心とする北部にくらべると，ストラスブー

ルを中心とする l令部は さまざまな1!!1JD'jjでトランスボーダーiねな結びつきが弱しづilU或にあたる. しか

し，その一方で，ストラスブールの都市発展が， EUやヨーロッパという国際的なレベルでの役割に

かかっていることは 中長期的な展望として各方-finに共有されている認識であった.アメリカ合主?と出
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のワシントン DCにならって ドイツ側のオルテナウ ~~I) を含むストラスプール地域をヨーロッパ合衆

国の特別区域にしようという構想も存在する.ストラスブール・ケール車IlJ計画に関して本稿でも指摘

したように，ライン川を表玄関とするストラスブール大都市圏の整備は，短期的にみると多くの障害

や困難をかかえているのが現状であろう. しかし，それが将来に向かつての大きな希望であることも

共通の認識であり，その方向への着実な努力や取り組みに今後も注日していきたい.

本稿は，平成 17 年度の科学研究費福山~)金(海外学術調去) Iヨーロッパi担!4li地，;背におけるトランスボーダ一都

市の空 lllJ1Ji))!1~J (代表者:手塚 章，課題番号 17401030)の研究成主!tである.現地調査にさいしては，ストラスブー

ル第 i大学のジャンリュック・ピエルメイ教授にご協力いただいた.また，本論文 1:1:1の図は，本学の宮坂和人氏

に製!i{]していただいた.以上，記して感謝の意を表したい.
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From la ville jrontiere to la ville tranけontaliere:

the Case of Strasbourg 

TEZUKA Akira 
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Strasbourg is a representative French border city， along with Li11e. Both cities have large 

spheres of influence as regional centers， but have been called equally “the metropolis of 180 

degrees". It is because their urban influences could not develop in all directions by the hindering 

effect of international boundary. The name of border city (la ville jrontiere) means that the 

existence of international boundary determines the nature of that city. The name of transborder 

city (la ville trans_斤ontaliere)symbolizes the transition of European socio-economic circumstances 

around these border cities in the second half of the twentieth century. Strasbourg， located in 

European Megalopolis and also at the contact point of French and German cultures， is a laboratory 

of European integration. Considering its urban dynamism and its difficulties of urban planning， 

one can easily understand the idea and the reality of transborder cities. In this paper， the author 

examined the recent trends of urbanism in Strasbourg and Kehl， located on either side of the 

Rhinelかer，both of which aspire to construct their urban future as transborder cities. 

Key words: Boundary， Transborder， European Union， Strasbourg， Kehl 
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